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横浜市立南高等学校附属中学校いじめ防止基本方針 

横浜市立南高等学校附属中学校 

平成 26 年５月 31 日策定 

令和６年３月 22 日改訂 

 

 南高校附属中学校は、平成 24 年に中高一貫教育校として、「知性」「自主自立」「創造」の教

育理念を掲げ、学びへの飽くなき探究心、自ら考え自ら行動する力、未来を切りひらく力の育

成を通して、グローバル社会の課題を解決しようと社会の先頭に立つことができる人材の育成

を目標として開校した。 

この目標を達成するためには、全校生徒が安心して学校生活を送り、高い志を実現できるよ

うに、教職員が生徒とともにいじめを抑止し、人権を守る土壌を育み、いじめを許さない学校

づくりが必要不可欠である。そのためここに日常の指導体制を定め、いじめの未然防止及び早

期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合には適切かつ迅速に解決するため、「横浜市

立南高等学校附属中学校いじめ防止基本方針」を定める。 

 

１ いじめ防止に向けた学校の考え方 

（１）いじめの定義 

いじめとはいじめ防止対策推進法第 2 条にあるように、「児童等に対して、当該児童等

が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心

理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であ

って、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」を言う。 

 

（２）いじめ防止等に向けての基本理念 

いじめの防止に向けては、教職員が生徒とともにいじめを抑止し人権を守る土壌を育み、

いじめを許さない学校づくりを推進することが必要である。そのため、自主自立の校風を

一層重視し、質の高い授業、学級活動、生徒会活動、学校行事及び部活動等を充実させる

ことで、自尊感情と他者を思いやる豊かな心、適切な人間関係を構築する力を伸長させる。

また教職員は日頃より生徒一人ひとりの思いや成長に寄り添い、生徒理解を深めるととも

に教育相談体制の充実を図り、教職員が生徒の悩みや抱える問題等について早期に受信す

る能力を向上させる。 

いじめを認知した場合には迅速に事実把握に努め、必要に応じて関連機関との連携を図

り、早期に解決することができるよう全教職員で組織的に取り組む。 
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２ 学校いじめ防止対策委員会の設置 

（１）委員会の構成員 

校内に学校いじめ防止対策委員会を設置し、その構成員は次のとおりとする。 

＜構成員＞ 

校長等（校長、校長代理）、副校長、生徒指導専任教諭（主幹教諭）、各学年の学年主任、

養護教諭（主幹養護教諭）、特別支援教育コーディネーターとし、必要に応じて他の関係職員・

スクールカウンセラー等が参加する。 

 

（２）委員会の運営 

ア 委員会を常設し、月１回以上定期的に開催する。 

イ 校長等はいじめの疑いがある段階で、直ちに学校いじめ防止対策委員会の委員を招集し、

同会議を主宰する。 

ウ 校長等の責任者は、学校として組織的に対応方針を決定するとともに、会議録を作成・

保管し、進捗の管理を行う。 

 

（３）委員会の活動内容 

  学校いじめ防止対策委員会は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り組む中核

の役割を担うものであり、主な活動内容は次の通りとする。 

ア いじめの未然防止・早期発見 

継続的ないじめ未然防止のための研修の計画や教職員の見取り情報の共有及び定期的な

アンケート実施によるいじめの早期発見や予防の推進。 

イ いじめの事案対処 

いじめ解決のための事実調査、対応及び解決方法の検討と関係者への報告を行い、事案

の必要性に応じてカウンセラーや児童相談所などの関連機関との連携について中心的な役

割を果たす。 

＊年間活動計画は別添 

 

３ いじめの未然防止、早期発見・事案対処 

 （１)いじめの未然防止 

  自主自立の精神による生徒の活動を支援し、道徳、学級活動、生徒会活動、学校行事

等で思いやりのある適切な人間関係の構築を指導する。さらに、授業規律を確立すると

ともに、生徒主体の学習場面を設定し、さまざまな考え方や感じ方を受けとめられる集

団作りの中で、自尊感情の向上を図る。 

 

（２）いじめの早期発見 

ア 生徒会活動、部活動などさまざまな場面で生徒の情報を常に共有できるよう、日頃から

教職員間のコミュニケーションの円滑化を促進するとともに、職員会議及び学年会等で

の情報交換の場を設定する。 

イ いじめなどの生徒からの訴えを適切に把握するため、いじめ防止アンケートを実施する

とともに人権を尊重し守る意識を醸成する。 

ウ 担任による教育相談を定期的に実施し、学習や部活動、人間関係などについて安心して

相談できる体制を構築する。 
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（３）いじめに対する措置 

ア 毎月開催されるいじめ防止対策委員会において校内の情報を共有し、いじめの疑いがあ

った段階で速やかな対応を行うと共に、担任や顧問が一人で解決するのではなく、学校

として組織的に解決に向けて取組む。 

イ 被害生徒及び保護者への連絡や支援について迅速に対応する。同時に加害生徒及び保護

者についても、指導方針を明確にして対応する。被害、加害ともに必要に応じて、教育

委員会、児童相談所、区役所や地元警察など関係機関と連携を図る。 

 

(４)いじめの解消 

 いじめ解消の要件としては、次の２つの要件を満たすこととする。 

ア いじめの行為が少なくとも３ヶ月止んでいること。 

イ いじめを受けた生徒が、心身の苦痛を感じていないこと。 

 

(５)教職員の研修 

ア 生徒理解と人権意識に基づいて、中学生の発達段階に応じた適切な生徒指導の力を教職

員が身につけられるよう研修する。 

イ いじめ防止について校内研修を実施し、全教職員がいじめは人権を侵害する問題である

との認識を持ち、早期発見できる力を育成し、迅速な解決を図る力量を向上させる。 

 

(６)学校運営協議会の活用 

いじめについては発生した事案によって、個人情報に適切に配慮しながら、事実を学校

運営協議会に報告したり、助言を得たりする。 

 

４ 重大事態への対処 

  ここで言う重大事態とは、いじめ防止対策推進法で定義された「いじめにより当該学校に

在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」及び

「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされ

ている疑いがあると認めるとき」の状態にあることを言う。 

重大事態が発生した場合は、直ちに教育委員会へ報告し、いじめ防止対策委員会を中心と

して事実の調査及び確認を行い、事案の全体像を早期に把握する。 

いじめを受けた生徒及び保護者に対し、調査及び事実確認の内容を報告するとともに、い

じめの解決について可能な方策を検討し実施する。 

 

５ いじめ防止対策の点検見直し 

学校は、いじめに対応する組織体制や対応の流れについて、少なくとも年１回点検を行い、

必要に応じて組織や取組等の見直しを行う。 

 

附則 

この基本方針は、平成 26 年２月策定、３月より実施 

 この基本方針は、平成 30 年１月 26 日改訂、同日実施 

 この基本方針は、令和６年３月 22 日一部改訂、同日実施 
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別添１ 

＜いじめ防止対策委員会年間活動計画＞ 

 

４月 ・いじめ防止対策委員会発足 ・年度当初のいじめ防止対策研修計画の立案 

・教育相談の実施  ・生徒理解研修 

・ＰＡＡで専門家からの見立ておよび情報共有 

５月 ・学校運営協議会の開催 

 ・「いじめ早期発見のための生活アンケート（記名式）」実施 

 ・第１回 Y-Pアセスメント アンケートの実施 

 ・コミュニケーション研修、グループエンカウンター研修で専門家からの見立て 

および情報共有 

６月 ・いじめ防止対策委員会にて情報交換、生徒の状況把握 

 ・第１回 Y-Pアセスメント支援検討会 

７月 ・学級担任による個人面談、学年会での情報を集約し状況理解 

   ・eネットキャラバン、警察によるインターネット、携帯電話使用に関する講演会 

８月 ・よこはま子ども会議 区交流会への参加 

９月 ・夏休み明けの生徒の変化について情報収集 ・教育相談の実施 

１０月 ・いじめ防止対策研修の実施 

１１月 ・学校運営協議会との連携    ・コミュニケーション研修 

 ・学校評価アンケートの実施   ・第２回 Y-Pアセスメント アンケートの実施 

１２月  ・いじめ解決一斉キャンペーン 

   …ポスターの掲示、のぼりの掲示、アンケートの実施 

・いじめ解決のための生活アンケート（生徒・職員）の実施 

・学級担任による個人面談、学年会での情報集約 

・学校評価アンケートの集計、分析 ・第２回 Y-Pアセスメント支援検討会 

１月 ・いじめアンケートの分析、対策 

２月 ・グループエンカウンター研修 

・学校運営協議会委員による学校関係者評価 

 ・新入生保護者説明会でいじめ防止に関する説明 

３月 ・学校運営協議会の開催…学校評価における改善案の了承 

・次年度の年間計画作成 

 

＜毎月の取り組み＞ 

（職員） 

・いじめ防止対策委員会の実施 

・学年会でいじめの防止や対応に関する研修 

・生活部会で報告、情報交換 

・ＰＴＡ役員会で情報交換（不定期） 

 

（生徒） 

・道徳の授業で、グループワークトレーニングの実施 

・各教科等での、言語活動を重視した協同的な学び 


